
大東文化大学大学評議会議事録要旨 
 
日     時：令和２年１月２０日（月）１６時００分～１６時１０分 
場     所：大東文化大学板橋校舎２号館２階２－０２２０大会議室 
構  成  員：５３名（定足数３６名） 
出  席  者：４５名 
議     長：門脇 廣文 
 
議     事： 
 門脇廣文学長が議長となり、出席者が大東文化大学学則第 11 条の 27 に定める定足数に達したの

で開会を宣した。 
  
Ⅰ．報 告 事 項： 
１．理事会および常務審議会報告について 

 学務部長より、令和元年 12 月 11 日、18 日開催の常務審議会および令和元年 12 月 18 日開

催の理事会の議案について、資料に基づき報告があった。 
 
Ⅱ．報告承認事項： 
１．学園・大学役職者（副学長）の推薦について 
  議長より、資料に基づき報告があり、審議の結果、これらが承認された。 

 
Ⅲ．議     案： 
１．2020 年度専任教員人事計画の変更（案）について 

スポーツ・健康科学部長より、2020 年度専任教員人事計画の変更（案）について、資料に基

づき説明があった。審議の結果、これを理事会に付議することが承認された。 
 
２．留学（英語）副専攻にかかる学則改正（案）について 
   経営学部長より、経営学部の留学（英語）副専攻参入に係る大東文化大学学則の改正（案）

について、資料に基づき説明があった。議長より、本件は経営学部のカリキュラムに関するこ

とであるため、各学部教授会の議を経ずに本会議で承認いただきたいとの補足説明があった。

審議の結果、これを理事会に付議することが承認された。 
 
３．大東文化大学国内留学生修学助成規程の制定（案）について 
４．大東文化大学国内留学生修学助成制度運用委員会規則の制定（案）について 
   議長より、大東文化大学国内留学生修学助成規程の制定（案）および同制度運用委員会規則

の制定（案）について、資料に基づきそれぞれ説明があった。審議の結果、これらを理事会に

付議することが承認された。 
以 上 


